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理事の職務権限規程 

 

第１章 総 則 

（目 的） 

第 1 条 この規程は、公益財団法人公益法人協会（以下「この法人」という。）の定款第 34 条第

４項の規定に基づき、理事の職務権限を定め、公益法人としての業務の適法、かつ効率的な執

行を図ることを目的とする。 

 

（法令等の順守） 

第２条 理事は、法令、定款及びこの法人が定める規範、規程等を順守し、誠実に職務を遂行し、

協力して、定款に定めるこの法人の目的の遂行に寄与しなければならない。 

 

第２章 理事の職務権限 

（理 事） 

第３条 理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の

決定に参画する。 

 

（代表理事） 

第４条 代表理事のうち、１名を理事長とし、１名を常務理事とする。 

 

（理事長） 

第５条 理事長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。 

(1) 代表理事としてこの法人を代表し、その業務を執行する。 

(2) 理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。 

(3) 毎事業年度毎に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告

する。 

 

（常務理事） 

第６条 常務理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。 

(1)  理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。 

(2) 毎事業年度毎に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告

する。 

２ 代表理事たる常務理事は、前項第１号に掲げる職務権限に加え、理事長に事故あるとき又は欠
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けたときは、理事長の職務を執行する。 

 

第３章 補 則 

（細 則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に

定めることができる。 

 

（改 廃） 

第８条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則 

この規程は、平成 21 年６月９日から施行する。（平成 21 年６月９日理事会議決） 

 

附 則 

改定された規程は、平成 29 年９月 27 日から施行する。（平成 29 年９月 27 日理事会議決） 

 

附 則 

 改定された規程は、令和元年９月 27日から施行する。（令和元年９月 27日理事会議決） 

 

附 則 

 改定された規程は、令和５年９月 28日から施行する。（令和５年９月 28日理事会議決） 
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（別表）理事の職務権限 

項 目 

職 務 権 限 
備 考 

(事務局の部長の役割等) 
理事長 常務理事 

役 割 

◎代表理事として当法人を

代表し、その業務を執行  

◎理事会を招集し、議長と

して主宰  

◎評議員会の招集  

◎代表理事として理事長

を必要に応じ代行、当法

人の業務を分担執行  

◎理事長の事故時等の職

務執行 

 

事業全体統括・指揮 

法人全体の統括・指揮、全

体方針、事業計画・予算、

事業報告・決算各案の確

認・決定（理事会・評議員

会前） 

事務局業務執行の検証・

監督、評議員会・理事会

対応、全体方針、事業計

画・予算、事業報告・決

算各案の策定 

 

渉外一般 

当法人の代表として行う  

 

分担執行の代表として及

び日常業務での折衝  

左記以外で代理として必要

な場合及び日常業務での折

衝は各部長 

内部統制 

 

重要事項を承認・監督し、

統括する 

 

分担執行の範囲内におい

て  

◎左記以外の承認・監督  

 

◎各部長を通じ、事務局

業務の監督・統括  

 

理事長、常務理事の補佐は

各部長  

◎左記以外の承認・監督は

各部長  

◎事務局業務の監督・統括

補佐は各部長 

◎職員の人事・考課実施は

各部長 

対外的会合 
当法人の代表として必要な

場合  

左記以外で代表として必

要な場合 

左記以外で代理として必要

な場合は各部長 

事業全体統括・指揮    

中長期戦略策定 
基本方針の確定、理事会承

認取付 

基本方針策定 

 

基本方針案策定は総務部長 

年度事業計画・予算策定・予算執行 
年度予算策定ならびに執行

責任者 

年度予算策定執行 

 

年度予算案策定は各部長。

但し統括は総務部長。  

年度事業報告・計算書類 

事業報告・決算書類の確定 事業報告・決算書類策定 事業報告・決算書類案策定

は各部長。但し統括は総務

部長 

評議員会・理事会 主宰および報告 主宰および報告  補助報告者は各部長 

個別渉外    

対外的提言活動 統括主管 統括補佐 統括補佐は各部長 

対公官庁対応 法人の代表として必要時 必要時 渉外主管は総務部長 

  対会員対応 法人の代表として必要時 必要時 渉外主管は総務部長 

  対メディア 法人の代表として必要時 渉外主管 左記への補佐は各部長 

  弁護士・税理士等 法人の代表として必要時 渉外主管 左記への補佐は各部長 

  金融機関 法人の代表として必要時 必要時 渉外主管は総務部長 

  他団体ネットワーク関連 法人の代表として必要時 必要時 渉外主管は総務部長 

内部統制・マネージメント    

  経営会議 統括主管 統括補佐 統括補佐は各部長 

  ４常設専門委員会 必要に応じ統括主管 統括主管 

分割補佐（法制・コンプラ

イアンスは調査部長、会

計・税制は総務部長） 

  公益法人相談会（内閣府委託事業） 必要に応じ統括主管 必要に応じ 統括主管は業務部長 

  判例等研究会 必要に応じ統括主管 必要に応じ 統括主幹は調査部長 

機関誌編集委員会 必要に応じ統括主管 必要に応じ 統括主管は業務部長 
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(＊) は「通常時業務プロセスにおける承認フロー」（内規）に拠る。 

 

  コンプライアンス委員会（法人内） ― 統括主管 統括補佐は総務部長 

  公法協主催セミナー 必要に応じ統括主管 必要に応じ統括主管 統括主管は業務部長 

  訴訟の当事者となる事象 統括主管 統括補佐  統括補佐は各部長 

  外部派遣講師の承認（当協会よりの

派遣）  
必要に応じ統括主管 統括主管  

統括補佐は業務部長又は総

務部長 

  講師派遣者決裁（当協会以外の講師

の派遣） 
必要に応じ統括主管 統括主管  統括補佐は業務部長 

日常業務事項    

  稟議書決裁 統括主管（＊） 統括主管(＊）  統括補佐は各部長 

  経費支出決済 必要に応じ統括主管（＊）  統括主管(＊）  統括補佐は各部長  

  外部書面契約に伴う支出  統括主管（＊）  統括主管（＊）  統括補佐は各部長 

押印簿承認（月次） 必要に応じ統括主管 必要に応じ統括主管 統括主管は総務部長 

  重要な職員採用・任命  統括主管 統括補佐 統括補佐は各部長 

  職員関連教育及び研修 必要に応じ統括主管 必要に応じ統括主管 統括主管は総務部長 

  役員含む厚生福祉に関する事項 統括主管 必要に応じ統括主管 統括主管補佐は各部長 

  金融機関口座設定及び廃止 統括主管 必要に応じ統括主管 統括補佐は総務部長 

  対外的公的文書発信    

    ●特に重要なもの 統括主管 統括補佐  統括補佐は各部長 

    ●その他 ― 必要に応じ統括主管 統括主管は各部長 

  機関誌発行 統括主管(発行人) 必要に応じ統括主管 
統括補佐（編集人）は業務

部長 


